様式第３号
近隣住民等範囲説明書

	項　　　目
	内　　　容

	特定蓄電池設備（蓄電所）の名称

	

	事業実施場所（事業区域）の所在地番

	

	[bookmark: _Hlk190869901]
	対象者の有無・人数・範囲等を具体的に説明

	近隣住民等の区分
	ア　事業区域の境界からおおむね300メートル以内の区域（以下「近隣区域」という。）に居住し、又は近隣区域に土地若しくは建物を所有する者。
ただし、市長が必要と認める場合は、当該距離を系統用蓄電池設備の規模に応じて市長が別に定める距離とする

	

	
	イ　賃借権、地上権、地役権その他の権原により、近隣区域の土地又は建物を使用する者
	

	
	ウ　事業区域において土砂災害その他自然災害が発生した場合に、その影響を受けるおそれがある者
	

	
	エ　発電事業等の実施により生活環境に影響を受けるおそれがある者
	

	
	オ　発電事業等の実施により影響を受けるおそれがある観光業、農林水産業その他の事業を営む者

	

	
	カ　近隣区域をその区域に含み、又は近隣区域に隣接する町会（地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。）の代表者及びその構成員
	


※　近隣住民等の範囲が分かる地図等を添付すること。
※　作成にあたっては、必ず環境部環境政策課の確認を得ること。

